
EUのサステナビリティ開示・保証の規制動向
（2025年4月）
欧州議会が特定の企業に対してCSRDとCSDDDの要求事項の適用延期を採決

2025年4月3日

欧州議会は本日（4月3日）、企業サステナビリティ報告指令（CSRD）と企業サステナビリティデューデリジェンス指令
（CSDDD）の適用を特定の企業に対して延期する、欧州委員会（EC）による「ストップ・ザ・クロック（Stop-the-clock）」
法案を承認する採決を行った。

この提案は、2025年2月26日にECによって公表された「オムニバス」パッケージの一部です。このパッケージの中で、ECはサステナビ
リティとデューデリジェンス報告に関する報告要求事項の大幅な削減を提案しました。提案の一部は、CSRDの範囲に含まれる
Wave2とWave3の企業に対する社会と環境に関する報告の適用開始時期を2年延期するというものでした。ECはまた、大企
業に対するデューデリジェンス措置の法制化と適用を1年延期することを提案していました。

今日の投票で、欧州議会はこれらの「ストップ・ザ・クロック」法案を修正なしで承認しました。この法案を発効するには、この法
案を既に支持しているEU理事会の正式な承認が必要となります。最終決定されれば、この法律はEU官報に掲載されることに
なります。2025年の報告期間に間に合うよう発効させるため、EU加盟国は2025年12月31日までに法制化することが期待され
ています。

詳細は、欧州議会のウェブサイト上のプレスリリースをご覧ください。

原文（英語）：European Parliament votes to delay CSRD and CSDDD requirements for certain entities
※本資料はDeloitte & Touche LLPが作成し、有限責任監査法人トーマツが翻訳したものです。日本語版については、有限
責任監査法人トーマツにお問い合わせください。日本語版と原文に相違がある場合には、原文の記事事項を優先します。
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サステナビリティ開示・保証の最新規制動向
日本・ヨーロッパ・南北アメリカ・アジアパシフィックにおけるサステナビリティ開示・保証の規制に関する最新動向を取りまとめて
います。

https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/jp/Documents/audit/crd/jp-crd-iasplus20250226.pdf
https://www.europarl.europa.eu/news/en/press-room/20250331IPR27557/sustainability-and-due-diligence-meps-agree-to-delay-application-of-new-rules
https://www.iasplus.com/en/news/2025/04/ep-delay-csrd-csddd
https://www2.deloitte.com/jp/ja/pages/audit/articles/crd/newsletter.html
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